
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

八

八

号

財
団
法
人
道
路
保
全
技
術
セ
ン
タ
ー
（
清
算
手
続
き
中
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

河

野

太

郎
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財
団
法
人
道
路
保
全
技
術
セ
ン
タ
ー
（
清
算
手
続
き
中
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

財
団
法
人
道
路
保
全
技
術
セ
ン
タ
ー
（
清
算
手
続
き
中
）
を
相
手
取
り
、
問
題
が
起
き
た
当
時
（
平
成
二
〇
年
度
）
に
理
事

長
だ
っ
た
佐
藤
信
彦
元
建
設
省
技
監
が
退
職
金
七
七
五
万
八
千
七
百
円
の
支
払
い
を
命
じ
る
訴
訟
を
東
京
地
裁
に
起
こ
し
（
平

成
二
三
年
四
月
二
六
日
）
、
平
成
二
三
年
六
月
二
七
日
に
退
職
金
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
が
下
さ
れ
た
。

一

佐
藤
信
彦
氏
は
平
成
二
一
年
一
二
月
三
一
日
に
辞
任
す
る
際
、
退
職
金
を
「
留
保
」
し
て
い
る
。
辞
退
で
は
な
く
留
保
し

た
理
由
を
、
政
府
は
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

二

政
府
の
事
業
仕
分
け
（
平
成
二
二
年
五
月
二
五
日
）
で
、
当
時
の
枝
野
幸
男
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
が
同
セ
ン
タ
ー
の
責

任
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
同
セ
ン
タ
ー
側
は
「
大
変
大
き
な
ご
迷
惑
を
か
け
た
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
て
ご
ざ
い
ま
す
」
と

答
え
て
い
る
。
国
に
損
害
を
与
え
た
同
セ
ン
タ
ー
の
理
事
長
（
当
時
）
に
退
職
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
、
政
府
は
ど
う
考

え
る
か
。

三

政
府
は
解
散
前
の
同
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、
佐
藤
信
彦
氏
の
退
職
金
支
払
い
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
指
導
を
し
て
い
た
か
。

右
質
問
す
る
。


